
【中央家保情報】

連休期間における家畜防疫対策の徹底について

高病原性鳥インフルエンザについては、本年２月１日の発生事例以降家きん
飼養農場での発生はありませんが、野鳥での感染は確認されています。渡り
鳥の北帰行は続いており、引き続き警戒を強める必要があります。以下の対
策の徹底をお願いします。

長崎県中央家畜保健衛生所 TEL 0957－25－1331

鶏飼養農家の皆様へ R7.4

１ 畜産関係者の海外渡航の自粛

２ 外国人従業員の方が従事する農場での注意点

３ 農場における病原体の侵入防止対策

４ 早期発見及び早期通報

海外における各家畜伝染病の発生状況を把握し発生地域への不要不急
の渡航を自粛してください

外国人従業員の方を受け入れている農場では、日本への持込みが禁止
されている肉製品や農場で使用する作業服、器具等が海外から持ち込
まれることのないよう従業員に周知してください

看板の設置等により、家きんの飼養管理に関係のない者（観光客等）
が衛生管理区域に立ち入らないようにしてください
農場の防護柵、農場内や周囲における野生動物の隠れ場所の排除、こ
ぼれ飼料や死体の適切な処理、堆肥置場へのネットの設置、家きん舎
の壁・天井の破損や隙間等の点検と修繕等、野生動物との接触防止に
努めてください
その他、農場に出入りする人の更衣や靴の交換、手指消毒、物・車両
等の消毒等の衛生対策を徹底するようにしてください

特定症状の早期発見のために、毎日の健康観察を入念にお願いします。

各家畜伝染病の特定症状を確認した場合、ただちに家畜保健衛生所に

通報してください。
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